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初
め
て
申
請
を
す
る
場
合

　
介
護
や
支
援
が
必
要
だ
と
感
じ
た

ら
、
ま
ず
は
お
住
ま
い
の
地
区
を
担

当
し
て
い
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー
な
ど
の
相
談
窓
口
や
介
護
保
険
課

に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
は
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
な
ど
が
代
行

す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

例
え
ば
、

•�

脳
血
管
疾
患
で
入
院
し
た
が
退
院

の
め
ど
が
立
っ
た
。
自
宅
に
戻
る

に
あ
た
り
、
介
護
用
ベ
ッ
ド
を
借

り
た
い
。
手
す
り
を
つ
け
た
い
。

•�

転
倒
し
て
か
ら
歩
行
が
困
難
に
な

り
、
家
族
の
介
助
を
必
要
と
す
る

こ
と
が
ふ
え
た
。

•�

も
の
忘
れ
が
ひ
ど
く
な
り
、
日
常

生
活
で
困
る
こ
と
が
ふ
え
て
き
た
。

な
ど
、
病
気
や
け
が
、
加
齢
に
伴
う

筋
力
低
下
、認
知
症
の
進
行
に
よ
り
、

日
常
生
活
に
介
護
や
支
援
が
必
要
に

な
っ
た
と
き
が
申
請
の
タ
イ
ミ
ン
グ

で
す
。

　
認
定
を
受
け
る
と
申
請
日
に
さ
か

の
ぼ
っ
て
有
効
と
な
り
ま
す
が
、
あ

ら
か
じ
め
認
定
を
受
け
、
い
ざ
必
要

に
な
っ
た
と
き
に
状
態
が
変
化
し
て

い
る
と
、
認
定
の
見
直
し
が
必
要
に

な
り
ま
す
。
必
ず
、
介
護
サ
ー
ビ
ス

の
利
用
が
必
要
に
な
っ
た
段
階
で
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

いつまでも元気に過ごしたい！誰もが抱く願いで
す。しかし、やむを得ず介護や支援が必要になる
場合もあります。そんなときに心強い味方になる
のが「介護保険サービス」。適正にサービスを受
けるため、介護や支援が必要だと感じたら、早目
にご相談ください。

介護保険サービスを知っていますか

認
定
有
効
期
間
内
に

状
態
が
変
わ
っ
た
ら

　
病
気
や
け
が
な
ど
に
よ
り
心
身
の

状
態
が
悪
化
し
た
場
合
や
、
リ
ハ
ビ

リ
な
ど
に
よ
り
改
善
し
た
場
合
は
、

有
効
期
間
満
了
前
で
あ
っ
て
も
要
介

護
度
の
変
更
申
請
を
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　
在
宅
サ
ー
ビ
ス
は
要
介
護
度
に
よ

り
支
給
限
度
額
や
利
用
料
が
異
な
り

ま
す
。
ま
た
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
も
要

介
護
度
に
よ
り
利
用
料
が
設
定
さ
れ

て
い
ま
す
。
適
切
な
要
介
護
度
の
認

定
が
必
要
で
す
の
で
、
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
や
居
宅
介
護
支
援
事
業

所
な
ど
の
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
と
相
談

し
、
必
要
で
あ
れ
ば
要
介
護
度
の
見

直
し
の
た
め
変
更
申
請
を
し
て
く
だ

さ
い
。

介
護
保
険
は
み
ん
な
で
支
え
合
う
制
度
で
す

ご存じ
ですか？介

護
保
険
料
と
は

介
護
保
険
料
と
は
、
介
護
保
険

制
度
を
支
え
る
た
め
に
40
歳
以
上

の
人
が
収
め
る
保
険
料
で
す
。
介

護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
利
用
時
の
自

己
負
担
分
は
実
際
に
か
か
っ
た
費

用
の
１
〜
３
割
で
、
残
り
の
費
用

は
介
護
保
険
料
や
公
費
で
賄
わ
れ

て
い
ま
す
。

40
歳
か
ら
65
歳
未
満
の
人
（
第
２

号
被
保
険
者
）
の
保
険
料

加
入
し
て
い
る
国
民
健
康
保
険

や
社
会
保
険
な
ど
の
医
療
保
険
で

保
険
料
を
算
定
し
、
医
療
分
の
保

険
料
と
あ
わ
せ
て
納
め
ま
す
。

65
歳
以
上
の
人
（
第
１
号
被
保
険

者
）
の
保
険
料

年
金
受
給
者
で
年
間
の
受
給
金

額
が
18
万
円
以
上
の
人
は
、
原
則

年
金
の
受
給
額
か
ら
保
険
料
が
天

引
き
さ
れ
ま
す
。そ
れ
以
外
の
人

は
、
自
身
で
保
険
料
を
納
付
し
て

く
だ
さ
い
。

介
護
保
険
料
の
減
免
な
ど

災
害
な
ど
特
別
な
事
情
で
一
時

的
に
保
険
料
が
納
め
ら
れ
な
く

な
っ
た
と
き
は
、
保
険
料
の
減
免

や
徴
収
猶
予
が
受
け
ら
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
ほ
か
、
保
険

料
や
利
用
料
を
支
払
う
と
著
し
く

日
常
生
活
が
困
窮
し
、
生
活
保
護

受
給
に
な
る
が
、
低
い
所
得
段
階

の
サ
ー
ビ
ス
費
用
の
負
担
額
や
保

険
料
で
あ
れ
ば
生
活
保
護
受
給
に

な
ら
な
い
場
合
、
よ
り
低
い
基
準

を
適
用
す
る
境
界
層
該
当
者
の
軽

減
制
度
が
あ
り
ま
す
。
境
界
層
に

該
当
す
る
か
ど
う
か
は
、
生
活
支

援
課
（
☎（
55
）2
7
5
8
）
へ
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

問い合わせ　介護保険課
◯介護保険サービスの認定の申請について
　認定担当　☎55-2765
◯介護保険料について
　保険料担当　☎55-2766
551-0321　Aho-kaigo@div.city.fuji.shizuoka.jp

あなたに寄り添うサポート体制が充実
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要介護1〜5と認定された人
居宅介護支援事業所の介護支援専
門員が、利用者の希望や状態に応
じたケアプランを作成します。
介護保険施設に入所する場合は、
その施設内でケアプランを作成し
ます。

介護や支援が必要になったら要介護認定の申請をします。 40〜64歳の人は
特定疾病により介護や支援が必要になった場合、申請が可能です。
その後、介護や支援が必要かを調査・審査します。調査や主治医の意見書な
どをもとに、介護認定審査会で要介護度と有効期間を決定します。
審査結果／要介護1〜5、要支援1・2、自立（非該当）

65歳以上の人を対象に、運動、口
腔、栄養、物忘れ、うつ症状、閉
じこもりなどの全25項目について
生活機能のチェックをします。

要介護認定の申請・認定 基本チェックリスト

要支援1・2と
認定された人

地域包括支援センターの保健師な
どが、利用者の希望や状態に応じ
たケアプランを作成します。

生活機能の低下が
みられた人

自立した生活を送ることができる
よう、地域包括支援センターの保
健師などが、利用者の希望や状態
に応じたケアプランを作成します。

自
立
し
た
生
活
が

送
れ
る
人

介護予防・生活支援サービス事業
訪問型サービス（ホームヘルプ）
介護予防訪問介護相当のサービス、健康づくりヘルパー、短
期集中型訪問指導
通所型サービス（デイサービス）
介護予防通所介護相当のサービス、健康づくりデイサービス

一般介護予防事業
65 歳以上の全ての高齢者を対象
介護予防教室
栄養改善教室、ひざ痛・腰痛予防教
室、脳の健康教室、介護予防教室、
ご近所さんの運動教室など

介護保険サービス（介護予防サービス（★ 1））
訪問サービス
■訪問介護（ホームヘルプ）
○訪問入浴介護　　　　　○訪問リハビリテーション
○居宅療養管理指導　　　○訪問看護
通所サービス
■通所介護（デイサービス）
○通所リハビリテーション（デイケア）
短期入所サービス
○短期入所生活介護（ショートステイ）
○短期入所療養介護
その他
○特定施設入居者生活介護　　　○住宅改修
○特定福祉用具販売　　　　　　○福祉用具貸与
施設サービス
■介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）（★ 2）
■介護老人保健施設　
■介護療養型医療施設　　　■介護医療院
地域密着型サービス （★ 3）
■定期巡回・随時対応型訪問介護看護
■地域密着型通所介護

○認知症対応型通所介護
○小規模多機能型居宅介護
○認知症対応型共同生活介護（グループホーム）（★ 4）
■�地域密着型特定施設入居者生活介護（29人以下の
小規模な有料老人ホームなど）
■�地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（29
人以下の小規模な介護老人福祉施設）（★ 2）
■看護小規模多機能型居宅介護
※�■は要介護の人のみ、○は要介護・要支援の人が利
用できるサービスです。

【ご注意】
★1　�要支援1・2と認定された人は介護予防サービスと介護予

防・生活支援サービス事業の両方を利用できますが、内
容が重複するサービスは併用できません。

★2　�介護老人福祉施設の入所については原則要介護３以上の
人のみ入所となります。ただし、やむを得ない理由があ
れば入所できる場合もありますので、各施設にご相談く
ださい。

★3　�住み慣れた地域での生活を支えるためのサービスです。
原則として富士市にお住まいの人のみが利用できます。

★4　�認知症対応型共同生活介護（グループホーム）は要支援
1の人は利用できません。

介護や支援が必要な人 今は介護を必要としない人

相談・状況の把握  どのようなサービスが適切か、一人一人の状況や希望を職員が聞き取りま
す。介護や支援が必要であれば要介護認定の申請に移ります。

　　　相談窓口　　�介護保険課・高齢者支援課・地域包括支援センター

非該当該当

介護保険
サービス
利用の流れ


